
物価高騰対策や適切な価格転嫁等に向けて行う取組を支援
するため、商工指導団体等から専門家を派遣します。

事業者負担なし（無料）
物価高騰対策の相談OK
価格転嫁に関する相談OK
商工指導団体等の非会員でも相談OK

●支援対象
パートナーシップ構築宣言を行っている県内の中小企業者等
※本専門家派遣を受けるために新たに当該宣言を行った事業者
も含む

●支援実施団体
県内の各商工会議所、県内の各商工会（岩手県商工会連合会）、
岩手県中小企業団体中央会、（公財）いわて産業振興センター

●相談・申込
最寄りの支援実施団体に御相談ください。
※連絡先は裏面に記載してあります。

取引先と共存共栄関係を築くために企業規模にかかわらず、企業が発注者の
立場で自社の取引方針を宣言する取組です。
宣言企業は、「ロゴマーク」の仕様が可能になり、取組を名刺等でPRできる
ほか、一部補助金において加点措置等の優遇措置を受けられます。

パートナーシップ構築宣言とは

中小企業者等物価高騰・価格転嫁支援事業費補助

円滑な価格転嫁に向けたその他の取組に
ついては、県公式HPをご覧ください。

県公式ＨＰ

パートナーシップ構築宣言の登録方法
を知りたい場合は、左の二次元コード
をチェックしてください。

価格転嫁等に向けた支援のご案内

【担当】岩手県商工労働観光部経営支援課 商業振興担当 TEL:019-629-5547

※本事業は、国の重点支援地方交付金を活用しています。
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